
農業委員会だより ⑥ 

☆
研
修
報
告
★ 

 

■
地
区
別
農
業
委
員
等
研
修
会
・
十
勝 

農
業
委
員
会
連
合
会
講
演
会 

11
月
15
日
、
帯
広
市
と
か
ち
プ
ラ

ザ
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

講
演
会
は
「
十
勝
の
気
候
と
天
気
予

報
の
見
方
」
と
題
し
帯
広
測
候
所
の
山

田
修
予
報
官
か
ら
十
勝
地
方
の
天
気
や

気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
気
象
デ
ー

タ
・
予
測
デ
ー
タ
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
後
の
研
修
会
で
は
、
北
海
道
農

業
会
議
職
員
か
ら
農
業
委
員
会
を
取
り

巻
く
情
勢
な
ど
活
動
全
般
に
関
わ
る
内

容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。 

■
道
内
研
修
視
察 

12
月
５
日
か
ら
７
日
ま
で
の
日
程

で
道
内
視
察
研
修
を
行
い
ま
し
た
。 

１
日
目
は
恵
庭
市
の
道
央
農
業
振
興 

           

公
社
を
訪
問
し
ま
し
た
。
同
公
社
の
長

沢
事
務
局
長
か
ら
江
別
・
千
歳
・
恵
庭
・

北
広
島
の
４
市
に
跨
る
道
央
地
域
の
農

地
利
用
集
積
や
後
継
者
対
策
へ
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。 

２
日
目
は
北
海
道
農
業
会
議
事
務
局

次
長
の
乾
泰
司
氏
を
講
師
に
招
き
、
農

業
委
員
活
動
を
行
う
上
で
の
基
礎
知
識
、

総
会
審
議
で
の
留
意
点
等
に
つ
い
て
研

修
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
江
別
市

の
ヤ
ン
マ
ー
ア
グ
リ
ジ
ャ
パ
ン
北
海
道

で
は
新
設
さ
れ
た
ア
グ
リ
ソ
リ
ュ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー
で
社
の
概
要
と
最
新
の

ト
ラ
ク
タ
ー
技
術
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
た
ほ
か
、
ト
ラ
ク
タ
ー
の
加
工
工
場

を
見
学
し
ま
し
た
。
３
日
目
は
カ
ル
ビ

ー
千
歳
工
場
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
加
工
ラ

イ
ン
を
見
学
し
、
担
当
者
か
ら
原
料
と

な
る
馬
鈴
薯
の
確
保
の
状
況
な
ど
に
つ

い
て
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。 

■
南
十
勝
農
業
委
員
等
研
修
会 

 

２
月
８
日
か
ら
９
日
の
２
日
間
、
音

更
町
に
お
い
て
南
十
勝
農
業
委
員
等
研

修
会
が
開
催
さ
れ
、
本
町
か
ら
19
人
が

参
加
し
ま
し
た
。 

１
日
目
は
帯
広
畜
産
大
学
教
授 

佐

藤
禎
稔
氏
に
よ
る
「
十
勝
の
大
規
模
農

業
に
期
待
さ
れ
る
ス
マ
ー
ト
農
業
機
械

に
つ
い
て
」、
同
じ
く
帯
広
畜
産
大
学
教

授
・
学
長
補
佐 

金
山
紀
久
氏
の
「
十

勝
農
業
の
現
状
と
今
後
の
展
望
」
の
２

つ
の
講
演
が
、
２
日
目
は
十
勝
総
合
振

興
局
農
務
課
長 

勝
藤
彰
氏
か
ら
「
十

勝
農
業
の
現
状
と
農
業
に
関
わ
る
道
政
」

の
講
演
が
あ
り
、
研
修
を
終
え
ま
し
た
。 

■
南
十
勝
農
業
後
継
者
担
い
手
対
策
研 

修
会 

 

２
月
20
日
、
更
別
村
社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー
で
南
十
勝
農
業
後
継
者
担
い
手
対 

                       

策
研
修
会
が
開
か
れ
、
農
業
委
員
の
ほ

か
、
町
農
業
振
興
公
社
か
ら
担
い
手
専

属
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ど
17
人
が
出
席

し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
北
海
道
マ
リ
ッ
ジ
・

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
秋
元
事
務

局
長
か
ら
、
最
近
の
結
婚
事
情
や
農
業

後
継
者
の
結
婚
に
つ
い
て
の
講
演
を
受

け
ま
し
た
。 

  
 

 
農地中間管理事業の借受け希望申し出について 

農地中間管理事業とは、「農地中間管理機構（北海道農業公社）」が、

耕作地を貸したい農業者（出し手）から長期に借り入れ、規模拡大や

新規参入を希望する担い手（受け手）への農用地の集積・集約化を進

める事業です。 

◆借受け希望申出書の提出期間は、原則として毎年 5 月中と 9 月中

の年 2回です。 

◆借受け希望申出書が提出されていない場合や提出後の有効期間が

切れてしまった場合、また、借受け希望地域として申し出をしてい

なかった場合は、貸付地が出たとしても借受けを希望することがで

きませんのでご注意ください。 

◆借受け希望申出書の有効期間は募集の締切日（5 月末と 9 月末）

から 5 年間です。なお、期間満了前には幕別町農業振興公社から

更新のお知らせをいたします。 

◆申し出内容は、農地中間管理機構ホームページ等での公表に同意し

ていただきます。 

◆同事業による貸借では、出し手、受け手それぞれから賃貸借料の

１％（消費税別途）が手数料として農地中間管理機構に徴収されま

す。 

※ご不明な点は、（公財）幕別町農業振興公社（電話57-2711）に

問い合わせください。 


